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１
．
出
席
者　

　
　

委　

員　

深
見
委
員
長 

類
瀬
副
委
員
長 

長
尾
委
員 

鈴
木
委
員 

黒
沼
委
員 

後
藤
委
員

　
　
　
　
　
　

菊
地
議
長

　
　

説
明
者　

伊
藤
住
民
課
長 

齋
藤
税
務
課
長 

日
比
野
年
金
保
険
係
長

　
　

事
務
局　

中
島
議
会
事
務
局
長 

中
嶋
議
会
議
事
係
長

２
．
調
査
事
項　

　
　

国
民
健
康
保
険
の
現
状
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て

３
．
主
な
資
料
説
明

※

主
に
下
記
の
内
容
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。

　

・
国
民
健
康
保
険
制
度
都
道
府
県
化
の
状
況
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
、

　
　

北
海
道
と
市
町
村
の
役
割
分
担

　

・
北
海
道
へ
の
納
付
金
や
標
準
保
険
料
率
の
決
定
の
仕
方
に
つ
い
て

　

・
国
保
都
道
府
県
化
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト

　

・
被
保
険
者
の
状
況
、
国
保
税
収
納
状
況
、
収
納
額
の
推
移

　

・
北
海
道
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
改
定
の
ポ
イ
ン
ト

　

・
赤
字
削
減
解
消
計
画
の
推
移
と
進
捗
状
況
、
法
定
外
繰
入
金
の
推
移

　

・
北
海
道
国
保
運
営
方
針
と
統
一
保
険
料
に
向
け
て
の
見
通
し

　

・
国
保
税
の
仕
組
み
や
所
得
に
応
じ
た
国
保
税
の
軽
減
内
容

　

・
本
町
に
お
け
る
国
保
運
営
の
実
態

４
．
主
な
質
問
と
説
明

Ｑ 

統
一
保
険
料
率
を
目
指
す
取
り
組
み
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
一
番
困
難
な
取
り
組
み
か

Ａ 

令
和
６
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
「
保
険
料
水
準
の
統
一
」
で
あ
る
。

Ｑ 

町
民
の
国
保
税
負
担
は
年
々
上
が
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

Ａ 

被
保
険
者
数
の
減
少
と
道
や
国
の
考
え
方
も
あ
っ
て
、
上
が
っ
て
き
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

　

 

し
か
し
、
極
端
な
値
上
げ
は
な
い
。

Ｑ 

医
療
費
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
頭
打
ち
に
し
て
も
ら
え
な
い
の
か
。

Ａ 

負
担
軽
減
に
つ
い
て
知
事
会
、
市
町
村
会
な
ど
も
国
に
提
言
し
て
き
て
い
る
。

Ｑ 

医
療
制
度
は
維
持
で
き
る
の
か
。
医
療
崩
壊
と
は
な
ら
な
い
か
。
町
民
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
は

　

 

な
い
か
。

Ａ 

高
止
ま
り
の
不
満
、
意
見
は
あ
る
。
し
か
し
、
国
も
道
も
国
民
健
康
保
険
制
度
の
解
体
は
考
え

 　

て
い
な
い
。

５
．
委
員
会
の
所
見

・
保
険
料
負
担
は
、
協
会
け
ん
ぽ
や
組
合
健
保
な
ど
と
比
較
す
れ
ば
、
国
民
健
康
保
険
の
ほ
う
が
突

　

出
し
て
高
い
。
今
後
の
課
題
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
本
町
の
保
険
事
業
に
つ
い
て
、
健
全
に
続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
お
不
安
が
残
る
。

　

今
後
も
そ
の
払
し
ょ
く
の
た
め
に
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
。

・
医
療
費
の
抑
制
の
た
め
に
、
高
齢
者
の
健
康
を
維
持
す
る
た
め
の
予
防
対
策
を
さ
ら
に
取
り
組
む

　

必
要
が
あ
る
。

・
国
民
健
康
保
険
制
度
の
維
持
に
つ
い
て
、
将
来
的
な
展
望
を
明
ら
か
に
し
、
町
民
に
対
し
て
も
わ

　

か
り
や
す
く
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○調査日時：令和４年２月 14 日午前 10 時～　○調査場所：標茶町役場議員室

１
．
調
査
事
項

　
　

都
市
公
園
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て

２
．
出
席
者

　
　

委　

員　

松
下
委
員
長 

鴻
池
副
委
員
長 

渡
邊
委
員 

熊
谷
委
員 

本
多
委
員 

菊
地
委
員

　
　

説
明
員　

冨
原
建
設
課
長 

菊
地
建
設
課
長
補
佐 

伊
藤
住
宅
都
市
計
画
係
長

　
　
　
　
　
　

畠
中
住
宅
都
市
計
画
係
員

　
　

事
務
局　

中
島
議
会
事
務
局
長 

中
嶋
議
会
議
事
係
長　

３
．
調
査
の
経
過
及
び
内
容

提
示
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
き
説
明
を
受
け
質
疑
を
行
っ
た
。

主
な
説
明
内
容

・
本
町
の
都
市
公
園
は
７
か
所
の
街
区
公
園
、
２
か
所
の
近
隣
公
園
、
１
か
所
の
総
合
公
園
、

　

特
殊
公
園
、
３
か
所
の
都
市
緑
地
の
計
14
か
所
の
公
園
を
整
備
し
供
用
し
て
い
る
。

・
町
都
市
公
園
条
例
で
は
住
民
１
人
当
た
り
の
敷
地
面
積
の
標
準
は
10
㎡
以
上
で
あ
る
が
12
月
末
の

　

１
人
当
た
り
面
積
は
89.

49
㎡
と
な
り
十
分
な
公
園
面
積
を
有
し
て
い
る
。

・
設
置
後
30
年
以
上
経
過
し
た
公
園
が
11
か
所
と
約
８
割
を
占
め
、
そ
の
う
ち
６
か
所
が
40
年
以
上

　

経
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
施
設
の
老
朽
化
が
各
所
に
見
受
け
ら
れ
る
状
況
で
あ
る
。

・
平
成
24
年
度
に
「
標
茶
町
公
園
施
設
長
寿
命
化
計
画
」
を
策
定
し
30
年
度
に
計
画
の
見
直
し
を
行

　

っ
た
。

・
通
常
の
維
持
管
理
業
務
（
草
刈
、
ゴ
ミ
拾
い
、
ト
イ
レ
清
掃
等
）
は
、
街
区
公
園
は
各
町
内
会
、

　

虹
別
公
園
は
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
の
管
理
委
託
の
受
託
者
、
そ
の
他
は
建
設
課
が
維
持
管
理
業
務

　

の
発
注
を
し
て
い
る
。

・
公
園
施
設
に
つ
い
て
は
職
員
に
よ
る
日
常
点
検
に
よ
り
不
都
合
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
補
修
も

　

し
く
は
使
用
禁
止
や
撤
去
等
の
安
全
対
策
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
植
樹
し
た
樹
木
が
大
き
く
な
っ

　

た
場
合
予
防
対
策
的
に
剪
定
作
業
を
行
う
。

主
な
質
問

・
ト
イ
レ
の
水
洗
化
の
状
況
は
ど
う
か
。

・
公
園
の
安
全
対
策
上
、
照
明
の
点
灯
時
間
の
設
定
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

・
公
園
に
行
く
道
路
横
断
歩
道
等
の
安
全
対
策
を
図
る
べ
き
。

・
ペ
ッ
ト
対
策
は
衛
生
上
し
っ
か
り
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

・
子
供
達
が
自
然
と
行
き
た
が
る
公
園
を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

４
．
委
員
会
の
所
見

　

設
置
後
40
年
を
超
え
る
公
園
が
多
く
あ
る
中
で
、
更
新
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
施
設
も
あ
る
が
未

だ
に
多
く
の
施
設
が
老
朽
化
し
つ
つ
あ
り
安
全
対
策
上
再
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
に
つ
い
て

も｢

標
茶
町
公
園
施
設
長
寿
命
化
計
画｣

に
基
づ
い
て
コ
ス
ト
縮
減
に
努
め
な
が
ら
再
整
備
を
実
施

す
べ
き
で
あ
る
。
少
子
高
齢
化
に
対
応
し
、
町
民
の
利
用
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
考
慮
し
た
中
で
配
置

の
見
直
し
や
整
備
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
各
年
代
層
か
ら
の
意
見
集
約
が
さ
れ
る
べ
き
と

考
え
る
。
年
代
別
に
応
じ
選
択
で
き
る
公
園
、
遊
具
を
集
約
し
新
た
な
施
設
の
設
置
さ
れ
た
公
園
、

日
陰
用
四
阿
と
ベ
ン
チ
、
芝
生
だ
け
の
空
間
的
価
値
の
あ
る
公
園
等
自
然
と
子
供
達
が
集
ま
る
よ

う
な
、
利
用
度
の
向
上
が
図
れ
る
多
様
な
公
園
整
備
を
目
指
す
べ
き
と
考
え
る
。 

 

○調査日時：令和４年２月 16 日午前 10 時～　○調査場所：標茶町役場議員室
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決議・賛否一覧・意見書

意意

見見

書書

◆ ◆ ◆ ◆  令和４年 第１回定例会賛否一覧 ◆ ◆ ◆ ◆

※これ以外の議案等は全員一致です。

議案第１６号
令和４年度標茶町一般会計予算

議　員　名

議案等の内容

結　
　
　

果

原案可決

○ 賛成　× 反対　退 退席　欠 欠席　（議長は、可否同数以外の採決には加わりません。）

× × ○ ○ ○ × × ○ 欠 ○ ○

菊
地　

誠
道

後
藤　
　

勲

鴻
池　

智
子

黒
沼　

俊
幸

本
多　

耕
平

深
見　
　

迪

鈴
木　

裕
美

熊
谷　

善
行

松
下　

哲
也

長
尾　

式
宮

類
瀬　

光
信

渡
邊　

定
之

ロシアのウクライナ侵略を断固糾弾し、ロシアのウクライナ侵略を断固糾弾し、
　　　　　　　　　　ロシアの軍事作戦の中止を求める決議　　　　　　　　　　ロシアの軍事作戦の中止を求める決議
ロシアのウクライナ侵略を断固糾弾し、
　　　　　　　　　　ロシアの軍事作戦の中止を求める決議

　ロシアは２月24日、一方的に「独立」承認したウクライナの東部地域にロシア軍を侵入させるとともに、
ウクライナ各地の軍事施設、首都キエフをはじめ、ウクライナ全土で攻撃を行っている。
　これはウクライナの主権と領土を侵し、国連憲章、国際法を踏みにじる、まぎれもない侵略行為であり、
断固糾弾する。
　民間人には危害を加えないと発表したプーチン大統領の言葉はまやかしであり、高層住宅へのミサイル攻
撃などにより、多くの民間人を含めた死者、負傷者が出ている。このような軍事力をもって他国に侵攻し、
意のままにしようとした戦争行為に対し、国際社会が、ロシアのウクライナ侵略反対の一点で団結し、侵略
をやめさせることを呼びかける。
　プーチン大統領は同日の演説で、今回の軍事行動はウクライナ東部地域の「要請」を受けたもので、国連
憲章51条の「集団的自衛」だとしている。しかし、一方的に「独立」を認めた地域・集団との「集団的自衛」
などありえず、国際法上まったく根拠がない暴論である。
　さらにプーチン大統領は、ロシアが世界で最大の核保有国であることを強調した上で「攻撃を直接加えれ
ば、どのような攻撃者であっても敗北は免れず、不幸な結果となるのは明らかだ」と発言し、「核兵器を使
うという威嚇」さえ行って見せた。この発言は、唯一の被爆国である日本はもとより、核兵器で世界の諸国
を威嚇するものであり、決して許されるものではなく、怒りを込めて糾弾する。
　標茶町議会は、ロシア軍がただちに軍事行動をやめ、ウクライナから撤退することを強く求める。

　以上決議する。 令和４年３月7日　　　　北海道標茶町議会

　

次
の
１
件
の
意
見
書
が
提
出
さ
れ
、
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

◆
意
見
書
案 

第
１
号
（
可
決
）

ケ
ア
労
働
者
の
大
幅
賃
上
げ
と
職
員
配
置

基
準
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

　

ケ
ア
労
働
者
の
大
幅
賃
上
げ
と
職
員
配

置
基
準
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
安
心
し
て

働
け
る
よ
う
改
善
を
求
め
る
。
ま
た
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
の
新
た
な
負
担
増
に
な
ら
な

い
よ
う
求
め
る
意
見
書
で
す
。


